
○施設の概要 

 施設の種類           令第 7条第 14号ロに規定する産業廃棄物安定型最終処分場 

 処理する産業廃棄物の種類    廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 (以上 5種類) 

                     (廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 については、石綿含有産業廃棄物を含む) 

 施設の設置場所         群馬県高崎市寺尾町字苅萩 1808番 他 3 

 設置許可年月日         令和 6年 4月 1日 (高崎市 第 11640013420号) 

 

○周縁地下水及び浸透水の採取位置図 

周縁地地下水≪下≫・観測井戸水 位置 

別紙のとおり 

 

 

 

周縁地地下水≪上≫ 位置 

別紙のとおり 

 

 

 

  












